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治 安 情 報 2010 年  第 1 四 半 期 報 告 書  
 
 

 
 

対 象 地 域  

 
フ ラ ン ス  
リ ヨ ン  

（ 及 び ロ ー ヌ ・ ア ル プ 州 ）  

在 リ ヨ ン 出 張 駐 在 官 事 務 所  
リ ヨ ン 日 本 人 会 治 安 情 報 収 集 チ ー ム  

 
作 成 日  

 
対 象 期 間  

調 査 方 法  
 
新 聞  
サ イ ト  

 

Le Progrès 
仏 内 閣 府 HP 

 

 
2010 年 3 月 31 日  

 
2010 年 1 月 ～ 3 月  

集 計 情 報 の 流 布  
 

未  在 留 邦 人 対 象 に 各 団 体 及 び 在 リ ヨ ン 出 張 駐 在 官 事 務 所 ル ー ト  

調 査 項 目 ：  
 

 

 
 
 
 

報 告 要 旨  

I. 2009 年 の 軽 犯 罪 統 計  

II. 安 全 ・ 治 安 に 関 す る 仏 政 府 の 方 針  

III. 学 校 を サ ボ る 生 徒 に 欠 席 理 由 証 明 を 提 供 す る イ ン タ ー ネ ッ ト ・ サ イ ト  
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I. 2009 年 の 軽 犯 罪 統 計  

全 国 的 傾 向  

1 月 14 日 、 ブ リ ス ・ オ ル ト フ ー 内 務 ・ 海 外 県 ・ 海 外 領 土 ・ 地 方 自 治 体 大 臣 が 、

2009 年 度 の 治 安 に 関 す る 結 果 報 告 の 記 者 会 見 で 、 2008 年 と 比 較 し て 一 般 的 犯 罪 発

生 率 が － 1.04 ％ 、 市 民 に 直 接 被 害 を 与 え る 近 隣 軽 犯 罪 が － 1.43 ％ 、 所 有 物 ・ 不 動 産

等 の 財 産 に 関 す る 犯 罪 が － 0.71 ％ 減 少 し た と 発 表 し ま し た 。 最 初 の 8 ヶ 月 は 上 昇

が 見 ら れ た も の の 、 こ れ で 、 7 年 連 続 で 軽 犯 罪 率 が 低 下 し て い る こ と に な り ま す 。  

（ 以 上 仏 内 閣 府 HP、 2010 年 1 月 20 日 付 ）  

ロ ー ヌ 県 に お け る 傾 向  

ロ ー ヌ 県 で は 、 2009 年 度 に 12 万 467 件 の 軽 犯 罪 件 数 が 報 告 さ れ て お り 、 2008 年

比 で 1000 件 少 な く な っ て い ま す 。 と い っ て も 、 こ れ は 5 分 に 1 件 の 割 合 に 相 当 し

ま す 。 近 隣 軽 犯 罪 数 に つ い て も 、 発 生 件 数 は 5 万 203 件 で 、 前 年 比 で 0.37％ 低 下

し て い ま す 。  

 解 決 率  

解 決 率 は 一 般 的 犯 罪 が 38％ 、 近 隣 軽 犯 罪 が 13％ で 、 検 挙 者 は 4 万 454 人 に の ぼ

り ま し た 。  

 強 盗 事 件  

つ い 最 近 発 生 し た 、 未 成 年 が 洋 服 を 買 う た め に パ ン 屋 に 押 し 入 っ た 事 件 に 象 徴 さ

れ る よ う に 、 2008 年 に 現 れ た 、 若 者 が 近 所 の 小 規 模 商 店 を 狙 う 「 と っ さ の 思 い

つ き 強 盗 」 の 現 象 が 急 増 し ま し た 。  

 空 き 巣 ・ 盗 難  

犯 罪 統 計 の も う ひ と つ の 汚 点 で 、 2008 年 比 で 6.12％ （ 最 初 の 8 ヶ 月 間 は 10 ％ ）

の 上 昇 が 見 ら れ ま す 。 個 人 宅 、 店 舗 を 含 め る 空 き 巣 ・ 盗 難 の 発 生 件 数 は 1 万 920

件 に の ぼ っ て い ま す 。  

ロ ー ヌ 県 に お け る 2009 年 の 犯 罪 統 計 （ 2008 年 比 ）  

報 告 件 数  一 般 的 犯 罪  － 0.71 ％  12 万 467 件  

 近 隣 軽 犯 罪  － 1.37 ％  5 万 203 件  

 う ち 空 き 巣 ・ 盗 難  ＋ 6.12 ％  1 万 920 件  

 う ち 個 人 に 対 す る 被 害  － 5.98 ％  1 万 6091 件  

解 決 率 （ 件 数 ）  一 般 的 犯 罪  ＋ 1.77 ％  4 万 5657 件  

 近 隣 軽 犯 罪  ＋ 21.94％  6558 件  

 検 挙 者 数  ＋ 0.54 ％  4 万 454 人  

 う ち 未 成 年  － 2.27 ％  7262 人  
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道 路 交 通 安 全  交 通 事 故  ＋ 4.4 ％  2127 件  

 負 傷 者  ＋ 1.3 ％  2561 人  

 死 亡 者  ＋ 41.5 ％  75 人  

（ 以 上 プ ロ グ レ 紙 、 1 月 15 日 付 ）  

 

II. 国 内 治 安 に 関 す る 仏 政 府 の 指 針 及 び 計 画 法  

2 月 9 日 か ら 下 院 で 審 議 が 始 ま る 「 国 内 治 安 に 関 す る 指 針 及 び 計 画 法 案 」 に は 、 2013 年

ま で の 国 家 警 察 及 び 国 家 憲 兵 隊 の 戦 略 が 詳 述 さ れ て い ま す 。 法 案 の 内 容 は 、 テ ロ 防 止 対

策 か ら 、 交 通 違 反 取 締 り 、 家 庭 内 暴 力 、 イ ン タ ー ネ ッ ト 犯 罪 、 警 視 庁 科 学 技 術 研 究 所 の

強 化 ま で 多 岐 に わ た り ま す 。 詳 細 は 以 下 の と お り で す 。  

1. イ ン タ ー ネ ッ ト  

イ ン タ ー ネ ッ ト 上 に お け る 偽 称 罪 の 制 定 。 イ ン タ ー ネ ッ ト 接 続 サ ー ビ ス プ ロ バ イ

ダ ー に 対 す る 児 童 ポ ル ノ 関 連 コ ン テ ン ツ の ブ ロ ッ キ ン グ の 義 務 付 け 。  

2. 防 犯 カ メ ラ の 増 設  

公 道 上 に お け る 個 人 の 防 犯 カ メ ラ 監 視 の 適 用 範 囲 を 拡 大 し 、 録 画 映 像 視 覚 に 関 す

る 規 制 を 緩 和 す る 。 県 知 事 は 、 公 共 の 秩 序 、 安 全 を 乱 す 可 能 性 の あ る 大 規 模 な デ

モ 行 進 や 集 会 が 行 わ れ る 場 合 に カ メ ラ の 臨 時 設 置 を 許 可 す る こ と が で き る 。  

3. 道 路 交 通 法  

最 も 重 大 な 道 路 交 通 法 違 反 に つ い て ：  

・  違 反 者 が 車 両 所 有 者 の 場 合 に 付 加 さ れ る 補 充 刑 （ 車 両 没 収 ） の 制 定  

・  過 失 傷 害 ま た は 致 死 を 引 き 起 こ し た 犯 罪 者 に 対 し 、 呼 気 ア ル コ ー ル 検 知

器 に よ る 発 進 防 止 シ ス テ ム が 装 備 さ れ て い な い 車 の 運 転 を 最 高 5 年 間 禁

止 す る 。  

・  運 転 免 許 証 の ポ イ ン ト の 不 正 取 引 に 対 す る 刑 事 告 発  

4. ボ デ ィ ー ス キ ャ ナ ー の 試 験 的 使 用  

5. 未 成 年 者 保 護 の 強 化  

県 知 事 は 、 同 伴 者 な し の 13 歳 の 未 成 年 に 対 し て 23 時 か ら 6 時 ま で の 外 出 禁 止 令

を 発 令 す る こ と が で き る 。 未 成 年 者 の 両 親 が 保 護 者 責 任 契 約 書 へ の 署 名 を 拒 否 し

た 場 合 に 、 県 議 会 議 長 は 家 族 手 当 の 支 払 い を 停 止 す る こ と が で き る 。  

6. 弱 者 に 対 す る 窃 盗 行 為  



 4 

弱 者 に 対 し て 窃 盗 行 為 を は た ら い た 場 合 の 刑 の 加 重 ：  

・  7 年 の 拘 禁 刑 及 び 罰 金 10 万 ユ ー ロ 。  

・  暴 力 行 為 を 伴 う 窃 盗 行 為 の 場 合 は 10 年 の 拘 禁 刑 及 び 罰 金 15 万 ユ ー ロ 。  

7. 新 し い 軽 罪 、 呼 気 ア ル コ ー ル 検 知 テ ス ト 、 ビ デ オ 会 議  

・  宣 伝 を 目 的 と し た 公 共 の 場 で の 現 金 配 布 に 関 す る 軽 罪 の 制 定  

・  「 公 共 の 場 で の 不 法 販 売 」 罪 の 制 定  

・  夜 間 営 業 の バ ー や デ ィ ス コ に 対 す る 呼 気 ア ル コ ー ル 検 地 テ ス ト の 装 備 の

義 務 付 け  

・  刑 事 手 続 き の 一 環 と し て ビ デ オ 会 議 を 導 入  

・  不 法 滞 在 の 外 国 人 専 用 の 行 政 拘 禁 セ ン タ ー に 、 ビ デ オ 会 議 用 の 審 問 室 設

置 を 可 能 に す る （ 警 察 官 に よ る 裁 判 所 へ の 護 送 を 避 け る た め ） 。  

（ 以 上 プ ロ グ レ 紙 、 2 月 9 日 付 ）  

 

III. 学 校 を サ ボ る 生 徒 に 欠 席 理 由 証 明 を 提 供 す る イ ン タ ー ネ ッ ト ・ サ イ ト  

フ ラ ン ス で は 生 徒 が 授 業 に 出 な い 場 合 に 欠 席 理 由 証 明 書 を 提 出 し な け れ ば な り ま せ

ん が 、 4 月 12 日 に 公 式 オ ー プ ン す る 予 定 の 、 偽 の 欠 席 証 明 書 を 販 売 す る 新 し い イ ン

タ ー ネ ッ ト ・ サ イ ト （ Xkiouze.com） の 出 現 に 対 し 、 文 部 省 は 対 応 策 を 模 索 し 、 こ の

サ イ ト の 合 法 性 や 掲 載 内 容 の 真 偽 性 に つ い て 調 査 し て い る 。  

こ の サ イ ト が 掲 げ る メ ッ セ ー ジ は 、 「 時 に 学 校 を 休 み た い 気 持 ち は よ く 分 か り ま す 。

当 サ イ ト で は 、 担 任 の 先 生 に 提 出 す る 欠 席 理 由 証 明 書 が 利 用 で き ま す 。 こ の サ ー ビ

ス を 利 用 し て 、 人 生 を 思 い き り エ ン ジ ョ イ し て く だ さ い 。 そ の 上 、 テ ス ト の 0 点 も

免 れ ら れ て 平 均 点 が 下 が り ま せ ん ！ 」 と い っ た 内 容 。 さ ら に 、 「 先 着 1000 名 の 登 録

者 は 無 料 で 欠 席 証 明 書 一 通 を 予 約 で き る 」 と い う 宣 伝 も 掲 載 さ れ て い る 。  

欠 席 理 由 証 明 書 の 種 類 と し て は 、 医 師 の 診 断 書 、 盗 難 届 、 親 族 死 亡 届 、 運 転 免 許 試

験 受 験 証 明 書 、 通 学 電 車 の 遅 延 証 明 書 な ど が あ る 。 生 徒 は 任 意 の 証 明 を 選 ぶ と 、 24

時 間 以 内 に こ れ を 受 け 取 る こ と が で き る 。 料 金 は 7.90 ユ ー ロ （ 証 明 書 1 通 ） か ら

34.90 ユ ー ロ （ 証 明 書 6 通 の パ ッ ケ ー ジ ） ま で 。  

商 業 登 記 さ れ て い な い な ど 、 同 企 業 （ Xkiouze.com） の 正 当 性 に つ い て い く つ か の 疑

問 が あ る が 、 法 学 者 に よ る と 、 も し 同 サ イ ト の サ ー ビ ス が 実 際 に ス タ ー ト し た 場 合

に は 「 偽 造 と 同 一 視 さ れ る 」 こ と に な る 。  

（ 以 上 プ ロ グ レ 紙 、 3 月 2 日 付 ）  


